
令和５年１２月 

令和６年度 固定資産税（償却資産）電算申告の手引き 

 

固定資産税は土地及び家屋に加えて償却資産についても課税対象とされています。償却資産の所有者

は、毎年 1 月 1 日現在において所有する償却資産について、その資産の所在する市町村へ１月３１日まで

に申告をしていただくことになっています（地方税法第３８３条）。 

令和６年度につきましても本手引きをご確認のうえ、例年どおり償却資産申告書を調製していただき、期

限までにご提出ください。 なお、申告書類が必要な場合は、下記までご連絡いただきますようお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

申告書の提出先・問合せ先 

           〒３９２－８５１１  長野県諏訪市高島一丁目２２番３０号 

諏訪市役所 総務部 税務課 資産税係 （償却担当） 

電話 （０２６６）５２－４１４１ 内線１３４ 

  

 ※郵送により申告書を提出する方で控用に受付印が必要な場合は、宛先を記入のうえ切手を貼った返信

用封筒を同封してください。返信用封筒が同封されていない場合は控を返送いたしかねますので、あ

らかじめご了承ください。 

 ※マイナンバー制度が導入されたことに伴い、個人番号を記載した申告書等を郵送いただく場合は、書留

郵便等をご利用ください（返信用封筒も同様）。 

 

１ 電算申告の要件・・・原則として、以下の要件をすべて満たしてください。 

①償却資産申告書については、地方税法施行規則第２６号様式（全国統一様式）によること。なお、一般の

申告と異なり、評価額欄、決定価格欄及び課税標準額欄についてもすべて記載（出力）すること。 

   ②毎年度、所有する全資産について申告する方法によること（資産に増減がない場合でも申告すること。）。 

   ③前年中における資産の異動（増加及び減少）について把握できるものであること。 

   ④種類別明細書については、地方税法に定められた様式の記載項目がすべて記載（出力）されていること。 

     ※借用資産がある場合は、リース資産一覧表（任意の書式で結構です。）も併せて提出してください。 
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提出期限 令和 6 年 1 月 31 日（水） 

※期日間際は窓口が大変混みあいますので、お待ちいただく時間が長くなる場合

がございます。お早めにご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。 

 



 

２ 種類別明細書の要件・・・次の点に留意して、全資産について記載（出力）してください。 

① 毎年 1 月 1 日（賦課期日）現在のものであること。 

② 特別償却、割増償却、圧縮記帳については、これを行わなかったものとして計上されていること。 

③ 耐用年数の短縮、増加償却の適用を受けた資産は、摘要欄にその旨を記載し、これを証する書類の写 

しを添付すること。 

④ 課税標準の特例{地方税法第３４９条の３及び附則第６４条（旧法附則第１５条第４１項及び第６４条を含

む）等}に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税の軽減を受けることができます。申告書

「11 課税標準の特例」欄の「有」に○をし、種類別明細書摘要欄に「特例」と記入すること。 

⑤ 改良費については、一つの資産として区分して計上されていること。 

⑥ 非課税資産のある場合は、事前に税務課に問合せのうえ「非課税適用申請書」を提出すること。 

⑦ 評価額の最低限度額は、取得価額の５％であること。 

 

３ その他の注意点 

① 諏訪市に資産を所有しなくなった場合 

       申告書の備考欄にその理由（廃業・移転・合併等）を記入し、必ず減少申告をお願いします。 

   ② 事業の法人化 

       個人分の減少申告、法人分の新規申告をし、申告書の備考欄にその旨の記載をお願いします。 

   ③ 申告をしない・虚偽の申告の場合 

       正当な理由なくして申告をしない場合又は虚偽の申告をした場合は、地方税法第３８５条及び第３８６

条の規定により、罰則が適用されることがあります。 

   ④ 国税関係資料の閲覧の実施について 

       地方税法第３５４条の２の規定により、市町村長は固定資産税の賦課徴収のため、国税関係資料の閲

覧を行うことが認められています。諏訪市でも税務署にて閲覧を行い、償却資産申告書との整合性を

確認します。 

   ⑤ 実地調査について 

       地方税法第３５３条及び第４０８条の規定により、事業者に資料提供や実地調査を依頼することがあり

ますので、ご協力をお願いします。 

⑥ 過年度への遡及について        

    調査の結果により、申告誤り・過不足の資産があった場合は、現年度分に限らず、過年度分も修正申

告をお願いしています。その場合には過年度分についても課税が発生する場合がありますので、あら

かじめご承知ください。なお、過年度分の課税が発生した場合は、通常の納期とは異なり、納期は１回と

なりますのでご留意ください。 
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